
（様式①）

[健康福祉局] ７款１項４目 （単位：千円）

事業費 市債+一財 事業費 市債+一財 事業費 市債+一財

1 ひとり親家庭等医療費助成事業 1,682,574 904,401 1,643,394 872,779 39,180 31,622
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計 1,682,574 904,401 1,643,394 872,779 39,180 31,622
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ひとり親家庭等医療費助成事業

7 3 5

事業名称

歳出予算科目

         1,682,574令和6年度             41,159                  0            904,401                 0            737,014
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ひとり親家庭等が医療を受けた際に要する費用（医療保険自己負担分）の助成を行う。
事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度

        41,026         39,753         38,327             37,684         37,628         37,573         37,518
対象者数

実績         37,926         36,568人

       559,893       556,130       552,392           548,679       562,510       603,370       619,594

9年度8年度7年度6年度5年度4年度3年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

受診件数

       537,691       538,339実績件

ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、その生活の安定及び自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進
を図る。
（１）対象者
　横浜市内に住所を有し、何らかの健康保険に加入している次の者。
  　・ひとり親家庭の父又は母及び養育者 
  　・上記に扶養されている18歳になった日以後最初の３月31日までの児童 

事業目的

  　◆所得制限限度額 (児童扶養手当一部支給の所得限度額に準拠）
 　　・父、母、養育者：1,920千円
 　　・孤児等の養育者、扶養義務者：2,360千円
　　　※対象者であっても児童扶養手当の所得制限を超える者は対象外。
 　　・扶養０人の場合：1,920千円
　　　※扶養が１人増えるごとに38万円加算。
（２）助成の範囲 
　保険各法により医療に関する給付が行われた場合における医療のうち、当該法令の規定により対象者が負担すべき額。
（３）助成の方法
　 原則は現物給付。県外医療機関で受診した場合等には償還払い。

平成４年４月にひとり親家庭等医療費助成事業を開始。

背景・課題

横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則　根拠法令・方針決裁等
横浜市ひとり親家庭等医療費助成事業事務取扱要領

・１人あたり受診件数【診療報酬等請求内訳書】
＜実績推移＞３年度：14.19件、４年度：14.70件、５年度：14.68件（見込）、６年度：14.56件（見込）
・扶助費【診療報酬等請求内訳書】
＜実績推移＞３年度：1,549,550千円、４年度：1,533,311千円、５年度：1,569,912千円（見込）、６年度：1,599,882千円（見込）
・１件あたり助成単価
＜実績推移＞３年度：2,878円、４年度：2,852円、５年度：2,791円（見込）、６年度：2,916円（見込）
・受診件数
＜実績推移＞３年度：538,339件、４年度：537,691件、５年度：562,510件（見込）、６年度：548,679件（見込）

根拠・データ等

通年、医療費助成

事業スケジュール

平成4年度事業開始年度

1
5年度6年度

ひとり親家庭等医療費助成事業
細事業(事業内訳） 1          1,682,574          1,643,394               39,180 扶助費の増

1医療援助課健康福祉局

一般会計



細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 3年度

         1,682,574          1,643,394               39,180

菊池 潤 加藤 大済 田中 豊成
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